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In the Nongshu (1313), Wang Chen discusses cotton textiles from the points of view of its introduction 

and distribution in China as well as problems concerning tools and instrumental development. In the 

posthumously published Nongzheng quanshu (1639), Xu Guangqi critically evaluated Wang Chen's 

contribution to the development of instrumental devices from the perspective of the introduction and 

cultivation of cotton in various districts. Xu also discusses cotton cultivation based on his own experience 

and the prospects for a mature textile industry. On basis of these two contributions to the development of 

the technology of cotton textiles, the author discusses the history of the Chinese cotton textile industry from 

the beginning up to the early modern period 
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抄録

木綿は漢代に西域ルートで中霰にもたらされ、また海南島等、中國南部において栽培されていた。次第

に中國本土に導入され、元代までには廣く栽培され、明代になると産業として成長し、特に揚子江下流地

域は大生産地に成長していった。後者の北進ルートが単に木綿製品というだけでなく、栽培という観黙か

らの導入• 普及の経路であり、初期の西域からのルートはエジプトメンの導入ルートであった。本論は主

として、木綿の紡績に関わる技術のあり方について、元代の王禎の『農書』 (1313) を中心に分析し、そ

の技術観が明代の徐光啓の『農政全書』 (1639) において批判的に評価されていったことについての議論

を行った。

キーワード：木綿、中國、栽培、紡績、王禎、陶宗儀、徐光啓、農書、綴耕録、農政全書
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木綿の中陸への偉来と中屋本土における栽培の開始と普及について、歴代の農書等の文

猷に見える記述を観察してみると、いくつかの輿味ある問題が浮かび上がってくる。一つ

は、木綿が中殴にもたらされた時代とそのルートの問題である。もう一つは、中國での普

及は何時、どのような背景のもとで見られたのかという問題である。勿論、この繊維を用

いたときの紡績に際しての機械技術上の問題もある。いま徐光啓の『農政全書』 (1639年）

等の記述を参照しながら、王禎『農書』 (1313年）を讀んでいくと、こうした機械技術論

だけではなくて、さらに植物栽培論のような問題なども浮かび上がってくる。ここでは、

このような穂合的な問題意識をもって、王禎の技術観が徐光啓によってどのように評価さ

れたのかという黙にも留意しながら考察を進めてみたい。

1. 宋元以前の綿花と木綿

ワタには、いくつかの種類がある。中央アメリカ原産のリクチメンGossypiurnhirsutum 

L. (陸地綿）、アジアメンG.arboreum (キダチワタ、中綿）、南アメリカ原産のカイトウ

メン（海島綿） G. barbadense L.、アフリカメン、ないしエジプトメン G.herbaceum L. (シ

ロバナワタ、草綿、小綿）、及びアメリカ熱帯原産のブラジルメンG.brasiliense Macf. で

ある。1 このうち日本在来種ではあるが原産地はインドとされるのはキダチワタ（木立綿）

である。

中園において最初に綿花を栽培したのは、海南島の黎族と雲南西部のタイ族だとされて

いる。＂ともに『後漠書』「南蜜西南夷列博」第七十六に見え、前者については、その時代

は「武帝末」とあるから、 AD.57年頃以前ということができる。すなわち、前者について

は、

「武帝期の末に、珠崖の太守であった會稽の孫幸は、幅の廣い布をめしだし猷上させた。

ところが現地のものはそのつとめに堪えられず、とうとう郡守を攻めて孫幸を殺して

しまった。」

「武帝末。珠崖太守會稽孫幸。調廣幅布獣之。蟹不堪役。遂攻郡殺幸」

とあって、この幅廣の布が綿の織物を指すとされているのである。

また、後者については、

「哀牢の人は…染めつけして文様をつけた繍衣のことを知っている。刷鹿の吊甍、蘭

干の細布は、文様をつけて織りなすと綾錦のようになる。梧桐の木の花は、つむいで

布に織る。幅は廣さ五尺、純白であって汚垢を受けつけない。はじめに死者を覆って

から、後にそれを身に着ける。」
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「哀牢人…知染采文繍。罰疑吊極。闇干細布。織成文章如綾錦。有梧桐木華。績以為布。

幅廣五尺。繋白不受垢汚。先以覆亡人。然後服之」

という記事に見える「吊甍」は「白甍花布」を指すということが、原注に引く「外國博」

から推測されるが、年代についてのヒントはない。また蘭干は苧をいうとされている。こ

うした記録は、綿花がインド亜大陸からインドシナ半島部を経て、中厩東南部に導入され、

現在の四川省や廣西省に撰大していったことを示している。他方、ワタが中央アジアから

中殿にもたらされたとき、それは吊癌もしくは白粧と呼ばれた。Ill

しかし、中園には後漠以前から綿布が存在していたとされており、こうした記述より古

い史料にそれを示す記載がある。すなわち『史記』「貨殖列博」に

「吊（しろぎぬ）・架（まわた）•細布（ほそぎぬ）千鉤。文菜（あやおり）千匹。楊布（あら

ぬの）・皮革千石。… 亦比千乗之家」

とある「楊布」がそれであり、また、「楊布」を音が近い「答布」と改めてはいるものの、『漢

書J及び『後漢書』にも同じような記載がある。そして『史記集解』には、『漢書音義」

注を引用して「椙布、白甍也」といい、竺闘の孟康注には「答布、白甍也」とあるのであ

る。IV

他方、三國・ 魏の張揖の『坤蒼』、また晉の呂沈『字林」には「粧、細布也」とされ、

さらに『梁書』「西北諸戎博•高昌園」には

「草の賓は繭のようであり、その繭のなかの糸は細纏のようであって、名づけて白甍

子とする。その國の人はそれを採取して織って布とするものが多い。その布はたいヘ

ん柔らかくて白く、市場での交易に用いる。」

「草賓如繭。繭中絲如細粧。名為白甍子。國人多取織以為布。布甚軟白。交市用焉」

と書く。V また、『太平御覧』巻820には、李延需の『南史』から引用した同様の文章、

「南史日。高昌甑有草賓如繭。繭中絲如細粧。名為白甍子。園人取織以為布。頼白交

布用焉」

が見える。「西域ルート」の高昌國において綿花が栽培されていたというこの記載は、白

粧がインド原産の、草綿、あるいは小綿とも稲される、中國に知られたエジプトメンの性

質をよく説明している。

こうした「西域綿」は、後漢、魏晉南北朝から唐代までの各時代に亙り、種々の織物が

出土している。V1 また、唐代における西域の綿花の史料が報告されているばかりでなく、

新彊省巴楚縣で出土した綿花の賓物がエジプトメン、すなわちアフリカメンであったとい

う比定がなされている。さらに敦煙文書（ペリオ文書2032(2)琥やスタイン文書4470(2)琥）
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によると、西域から河西回廊一帯にかけては、唐以前から綿花の栽培がなされていたとい

ヽ Vilっ。

さて『新唐書』の「西域博」には

「高昌に…草があり、それを白粧と名づける。その花を摘み取り、織って布とするこ

とができる。」

「高昌…有草。名白粧。掴花可織為布」

とあるのに封して、同「南蟹博」には、

「古貝は草である。…粗いものは古貝と名づけ、細かいものは白粧と名づける」

「古貝、草也。…粗者名古貝、細者名白駐」

となっており、雨者は異なるものと認識されたことがわかる。すなわち、所謂「古貝」な

いし「吉貝」として知られた「南方ルート」のワタは粗く、「西域ルート」で知られた細

かなエジプトメンではなかったということになるわけであるが、それが一年生の綿花であ

ったか、多年生の綿花であったかについては、こうした記述からだけでは明確に知ること

はできない。

そこで次に、こうした問題にも留意して、中圃の「南方ルート」によって知られた綿花

がどのようなものであったのか、あるいはその綿織物はどのようなものであったのかにつ

いて文猷を見てみよう。まず『尚書』「萬貢」を引用しなければならない。そこには

「（揚）、卜l。蕨貢。）…島夷舟服。廠簾織貝。蕨包橘柚。錫貢。…J

とある。「萬貢」を引用した明・丘溶撰の『大學術義補』 (1487年）巻二十二の割注によれ

ば、「丼服は今の•木綿である」とし、「織貝は木綿の精好なるものである」とする。viii いず

れにしろ「舟服」は木綿で作られたものという可能性が高いことを示しているが、近年、

その春秋戦國時代の出土物が見られたばかりでなく、 1979年には、福建省崇安縣武夷山の

船棺から出土した紡績品の中に、青灰色の綿布の残片が含まれていた。それは約3000年前

のものと推測されている。IX

三駁時代の著作とされる『南州異物志』には、

「五色の班布は糸で織るが、その糸は古貝の木から作られる。熟したときは鵞毛のよ

うな様をしており、なかに珠殉のような核がある。慎綿よりも細やかである。これを

利用するには、まずその核を取りだす。［昔は報軸を用いたが、いまは攪車を用いる

のがもっとも便利である。］ただし糸には紡ぐが績むことはせず、意に任せてちょっ

と抜き出し引っぱりあって、糸が切れないようにする。班布を作りたいと思えば、こ

れを五色に染める。…班布の模様のもっともこまごまと手が込んだものを城と名づけ、
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それに次ぐ少し粗いものを文辱と名づけ、さらにそれに次ぐ粗いものを烏瞬と名づけ

るのである。」

「五色班布以絲。古貝木所生。熟時。状如我鳥堤。中有核如珠殉。嘉贔細過絲綿。用之。

則治出其核。［昔用轄軸。今用攪車尤便。J但紡不績。在意小抽相牽引。無有断絶。欲

為班布。則染之五色。… 以班布文最煩鋸多巧者名日城。其次小羅者名日文辱。又次

羅者名日烏騎」

とあったとされる。X しかし、王禎『農害』「農器岡譜」集之十九「木綿序附」の割注は、

その一部のみを引用して

「『異物志』にいう。木綿で布を作ったものを班布という。こまごまとこみ入っていて、

手の込んだものを城という。その次に粗いものを文褥といい、さらに粗いものを烏隣

というのである。」

「異物志云。木綿之為布日班布。繁褥多巧者日城。次粗者日文孵。又次粗名日烏騎」

と書く。また、買思臨の『齊民要術」巻十には、張勃の『呉録』が引用されているが、そ

の記事によると、

「『地理志』に書く。交趾の安定縣に木綿の樹があり、高さは一丈ほどである。その賓

は酒の杯のような形をしており、口のところには綿があって、カイコの綿（員綿）よ

うである。また、布を織ることができる。その布を白練と名づける。毛布ともいう。」

「地理志日。交趾安定縣有木縣樹。高丈。賓如酒杯。口有縣如蚕之縣也。又可作布。

名日白練。ー名毛布」

となっている。他方、装淵の『廣州記』には、

「蟹夷はカイコを飼わない。木綿を採取して「わた」とするのである。」

「蟹夷不鷲。採木綿為架」

とあるとする引用が見られ、xi また、 5世紀の沈懐遠の『南越志」からは、

「桂州豊水縣に古終藤がある。黎の人はそれで布を織る。」

「桂州豊水縣。有古終藤。裡人以為布」

という文章を引用している。xii ここでの「古終藤」は、綿花Cottonの語源、アラビア語の

Kutumの音諜にあたる。xiii ところで李時珍の『本草綱目』木部第三十六巻「木綿」の繹名

には、

「古貝綱目古終。時珍日木綿有二種。似木者名古貝。似草者名古終。或作吉貝者。乃古貝之訛也。

梵書謂談婆。又日迦羅婆劫。」

とあって、李時珍の解繹では、木綿には、木本状のものと草本状のものの 2種があり、そ
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れに封應して、それぞれ「古貝」（ないし「吉貝」）、「古終」という別の名稲を典えている

ことに注意したい。

しかし、以上のような文獣だけでは、綿花の種類についても、栽培されていた地理的分

布の髪化についても、特定することは難しい。そこで、そうした特定に役立つ史料を見て

みる。

まず『南史』「林邑偉」には、

「吉貝は樹の名前である。その花は鵞毛のようであり、その緒を引っぱりだし、紡い

で布を織るのである。苧で作った布と変わるところはない。」

「吉貝者。樹名也。其花如鵞霜。抽其緒紡之作布。輿紆布不珠」

とあって、吉貝が木本であるとしている。他方、『薔唐書』「南蟹偲」では、

「吉貝の草は、その花を集めて布を織る。それを白粧と名づける。」

「吉貝草絹花作布。名日白粧」

とあり、また『新唐書』「林邑偉」は

「併せて吉貝とはいわないで、古貝という。古貝というものは草である。」

「井不日吉貝。而日古貝。謂古貝者草也」

と書いているから、『唐書』が編纂される段階では、ヴィエトナム中部に産していた「古貝」、

すなわち綿花は少なくとも草本状の植物であると理解されていたということになろう。XIV

中唐になると、時に杭州刺史であった白居易 (772-846)は、『酔後狂言酬贈篇殷二協律

詩』のなかで、綿布を雪や雲に喩え、

「…呉の綿は細やかで柔らかく、桂州の布は緻密で、まるで狐の腋の下のように柔ら

かく、雲のように白い。…」

「…呉綿細軟桂布密。柔如狐腋白似雲。…」

と謳った。xv この詩によって、営時、桂州の管轄の地に産する緻密で白い綿布や、呉の地

で知られた細やかで柔らかい綿花の性質がよくわかるのである。

宋の周去非撰の『嶺外代答』 (1178年）巻六には、吉貝について、次に引用するような、『諸

蕃志』のもとになったと考えられる記述が見られる。その引用文は後に示すが、ただ、『嶺

外代答』には、

「（吉貝は）…雷州、化州、廉州、および南海に豊富である。…」

「（吉貝）．．． 雷、化、廉州及南海富有。…」

と地理的な分布が書かれており、当時、綿花の栽培が海南島から廣州にまで拡がっていた

ことが伺える。周去非は、隆興癸未 (1163年）の進士であり、『嶺外代答』を撰した淳熙
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年間には、桂林通判に任じられていた。いずれにしろ、南宋初期においては、綿花の栽培

が江西や廣州で見られたことがよくわかる。

さて、提學福建路市舶に任じられた、宋の宗室であった趙汝造は、『諸蕃志』を撰し、

その巻下において海南の土産に「吉貝」の圏があるとし、さらに吉貝について次のように

書く。

「吉貝の樹は桑の幼木に、尊は芙蓉に似ている。架（ほ）は五分ほどの長さで、賄鳥

の細毛そっくりである。敷十の種子があり、南方の人びとはその茸架（わたぽ）を採

取し鐵のはしで種子を硯きとると、手で茸架を握り紡（いと）にする。わざわざつむ

ぎ機にかけるまでもなく、紡を織って布にする。最も堅く厚手のものを兜羅綿といい、

次を番布、次を木綿、そのまた次を吉布という。さまざまに染めあげられて、目にも

あざやかな異様な紋様が畳かれ、幅が五• 六尺の廣さのものさえある。」XVI

「吉貝樹類小桑。尊類芙蓉。架長半寸許。宛如乳鱈霜。有子敷十。南人取其茸紫。以鐵

筋雁去其子。即以手握茸就紡。不煩絹績。以之為布。最堅厚者。謂之兜羅綿。次日番

布。次日木綿。又次日吉布。或染以雑色。異紋柄然。幅闊有至五六尺者。」XVII

この記述から明らかなように、海南島の綿花は、一年生ないし多年生の灌木状のものであ

って、所謂、「中棉」、すなわちアジアメンGossypiumarboreum L. である。

ところが、ここで注意すべきことは、王禎『農書』「農盟圏譜」集之十九「木綿序附」や、

それを引用した徐光啓の『農政全書』巻之三十五「鷲桑廣類」には、『諸番雑志』を引いて、

「木綿は、吉貝の木から採れるものであり、占城・闇婆などの諸國には、皆それがある。」

「木綿。吉貝木所生。占城闇婆諸國皆有之」

と書いて、ヴィエトナム南部やジャワ島等を産地として學げていることである。しかし、

この『諸番雑志』は、先述の趙汝追の『諸番志』と同じものと考えるべきではなく、類本

の存在を暗示していると考えるべきであろうか。

さて、北宋の司馬光 (1019-1085)の『資治通鑑』巻ー百五十九に見える梁の武帝、大

同十一年 (545)、の記事は、

「（武帝は）…天監年間からは佛門のおきてを採用し、•••身には法衣をまとい、木綿の

黒いたれぎぬをつけた。…」

「（武帝）…自天監中用繹氏法。••• 身衣布衣。木縣息張。…」

と書く。梁武帝の木綿の布衣は、嘗然、西域ルートの草本の綿花で織ったものであったと

考えられる。そこの元の胡三省による「音注」 (1285年）は、元代にはすでに江南におい

て普及していた木綿について説明している。すなわち、
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「江南にはこれが多い。…福建や廣州から到来したものが、もっとも緻密で美しい。」

「江南多有之。… 自閾廣束者。尤為麗密。」

と書いて、嶺南からきたものの品質が優れていることを高く評価しているのである。その

注では、績いて、宋の方勺の言葉が引用される。すなわち、方勺は『泊宅編』中において、

「福建• 廣州では多く木綿を植える。樹高は七、八尺になり、その葉は「杵：ははそ」

に似ており、結んだ賓は大菱に似ていて、色は青みがかっている。秋が深まっていく

と開いて、白い綿が集まって現れる。土地の人はそれを摘み取り、殻を取り出して、

鐵の杖のような棒で黒いタネを除く。おもむろに小弓を用いて、弾いてあちこちに糸

口を起こさせ、そうしておいて、紡績して布にし、名づけて吉貝というのである。現

在、商品となっている木綿は、特に細くて張ったものだけである。まさしく花の多い

ものが優れたものとされ、横にこれを敷えると、ー百二十の花が着いているもの、こ

れが最上の品である。海南の土着のものは織って布にした。出来のいいものは細かい

字様の模様をあみだし、花升をまじえたものは、もっとも技が巧みなものであって、

それは古のいわゆる白甍巾である。」

「間廣多種木綿。樹高七八尺。葉如杵。結官如大菱而色青。秋深即開露。白綿茸茸然。

土人摘取。出殻。以鐵杖枠壺黒子。徐以小弓。弾令紛起。然後紡績為布。名日吉貝。

今所貨木棉。特其細緊（者）*l 爾。常以花多為勝。横敷之。ー百二十花。此最上品。

海南饗人織為巾。上作細字。雑花舟。尤工巧。即古所謂白甍巾也。」

と詳細な議論を展開している。このほぼ全文が『資治通鑑』音注に、また部分的には『農

政全書』の注に引用されているわけである。

ところが、この方勺の文章は、宋の元祐から政和年間 (1085-1117)の事情を書いたも

のとされているから、xviii 11世紀の後半、北宋末になると、廣州は勿論、福建省でも木綿

の栽培が盛んになっていたことを示している。それが南宋になると、さらに江南にす廣がり、

こうしてワタの栽培が北進していく様子が説明できるのである。

1966年、浙江省蘭渓の南宋墓から綿織物が出土した。年代は淳煕六年 (1169)前後のも

のであり、中國では、唯一の綿織物出土品とされ、織幅は1.18メートル、長さは2.51メー

トルであったと報告されている。このような出土品が見られたということは、重量のある

綿織機が存在していたということをも暗示している。XIX

他方、福州長渓縣令であった宋・痘正敏の『逐齋閑覧』「吉貝」によればxx、

「福建の嶺南には木綿が多く、土地の人は競って栽培し、敷千株に及ぶものがいる。

* 1 「新校資治通鑑注」 8、4934頁によって「者」を補う。
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その花を摘み取って布にし、吉貝布といった。私は後に『南史』の海南諸巖偲を讀み、

林邑等の観は古貝木を産することを知った。その花は盛りの時はガチョウの羽毛のよ

うに白い。そのいとぐちを引き出して、紡いで布とするのは、苧麻と異なることはな

い。また染めて五色の糸にして、斑布を織るのは、まさしくこの種のものである。け

だし俗に古を呼んで吉としたにすぎないのである。」

「闇嶺已南。多木棉。土人競植之。有至敷千株者。采其花為布。謂吉貝布。余後讀『南

史』海南諸園偲。言林邑等國。出古貝木。其花盛時。如拇毛。抽其緒。紡之以為布。

輿貯布不異。亦染成五色。織斑布。正此種也。蓋俗呼古為吉耳」

とあって、嶺南地方において木綿の栽培が盛んになり、その布は「吉貝布」と呼ばれてい

たことがわかる。この撰者はそれを宋以前の議論に見える海南島の「古貝木」と比定して

いる。それは灌木状の多年生草本である。この「吉貝」は、南方からきた言菓である。『南

史』には「古貝」とあり、俗に「古」を「吉」としたのであろうと推察している。ところ

が、中國語の「古貝」の発音gu-bei乃至gu-baiは、巴那Bahnar語のkopaihに最も近い。

したがって、ラウファーによれば、「古貝」は「インドシナ」すなわちヴィエトナムの一

方言に由来する名稲であろうと考えられたのである。XX!

すでに徐光啓は、明末にこうした海外方言起源説をたてていた。すなわち『農政全書』

巻之三十五「鱈桑廣類」の「木綿」において、以下のように述べる。

「玄雹先生はいった。吉貝という名稲は、ひとり『南史』に始まって、 1専えつがれて

今に至っているが、その意義はわかっていない。これは海外の方言なのである。」

「玄麗先生曰。吉貝之名。獨防子『南史』。相博至今。不知其義意。是海外方言也。」

このように考察してくると、江南の中國において綿花が本格的に栽培されるようになっ

たのは、南宋初期の頃であったことがわかる。さらに元代になると、江南の地で綿花の栽

培が普及するようになるが、その理由として、後でも舟蜀れるように、紡績技術が導入され、

改良されたということとも密接な開わりがあったであろう。

ここで高さ25メートル以上にも達するという落葉の大喬木、所謂「木棉」 Gossampinus

malabarica (DC.) Merr. に注意しておこう。その分布は雲南、貴州、廣西、廣東南部、ヴ

ィエトナム、インドからオセアニア州に廣がるが、これは綿花の一種には嘗らない喬木で

ある。これにつくワタは紡績用には適さず、褥のような重ね物として利用されたが、この

ワタは「攀枝花」として知られた。この貼に闘して、徐光啓は、上記の「吉貝」という名

稲の起源説に引績いて、次のように論議する。xxn

それによれば、明代末になると、多年生の綿花と所謂「木棉」との厘別も明確になされ
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るようになったことがわかる。すなわち、

「小説家が木棉と書くところのものは、その織りなした布を文褥といい、烏騒といい、

斑布といい、白粧といい、白繰といい、屈絢というものなのであって、すべてが木綿

なのである。だからそれは草本であって、『呉録』に木棉と稲するものは、南方の地

は温暖であって、一たび種を蒔くと、開花して賓を結ぶまで、敷年間をもって計らな

いといけないほど長くかかり、かなり木芙蓉に似ているが、中園の地で一年間のあい

だのうちに種を播くものには及ばない。だから十年以上も植え替えをしないといって

いるから、その綿花が木本ではないことは明白である。吉貝を木と稲しているのは、

「馬貢」に丼といっているのと同じことであって、カイコの演綿と厘別するためにそ

うしたのである。

福建• 廣州では木綿といわないのは、その地のなかにあっては攀枝花を稲して木棉

とするからである。攀枝花の中の綿で菌褥を作る。柔らかくなめらかであるが、しな

やかではない。引っぱることが全くできないから、どうして布を織ることに堪えよう。

木棉はこれではないかと考え、布を織ることができるのだというものもいるが、その

やり方は偲わっておらず、間違っている。『呉録』にいう木棉もまた、吉貝なのである。

そこに樹高は［一］丈と書かれているのは、まさに攀枝を指すのだとするものがある

が、攀枝の高さは十敷丈にもなるということを知らないからである。

南方の吉貝は敷年間にわたって枯れず、その高さは一丈ばかりになるのも怪しむに

足りない。というのは『南史』にいうところの林邑の吉貝、『呉録』にいうところの

永昌の木棉は、すべて草本の木綿を指すのであって、布を織ることができるが、その

わけは、つまり沙羅木であるからである。そうであるから、斑枝花とは全く同類では

ないのである。…」

「小説家所謂木棉。其所為布日城。日文褥。日烏瞬。日斑布。曰白粧。日白繰。日屈

詢者。皆此。故是草本。而呉録稲木棉者。南中地媛。一種後。開花結賓以敷歳計。頗

似木芙蓉。不若中土之歳ー下種也。故曰十餘年不換。明非木本突。吉貝之稲木。即萬

貢之言丼。取別子鷲綿耳。閾廣不稲木綿者。彼中稲攀枝花為木綿也。攀枝花中作梱褥。

雖柔滑而不靭。絶不能牽引。登堪作布。或疑木棉是此。謂可為布。而其法不｛専。非也。

呉録所言木棉。亦即是吉貝。或疑其云樹高丈。嘗是攀枝。不知攀枝高十敷丈。南方吉

貝。敷年不凋。其高丈許。亦不足怪。蓋南史所謂林邑吉貝。呉録所謂永昌木棉。皆指

草本之木棉。可為布。意即沙羅木。然輿斑枝花絶不類。…」

と書かれているのである。

-182-



木綿の中園導入からみた王禎『農書』の位置（橋本）

以上、文猷等で見る限り、南宋末までの中園における綿花栽培の状況は以下のようにな

る。まず、南方ルートを通ってインド原産のアジアメンすなわち中綿が北進してきた。最

初に栽培したのは、海南島の黎族xxiii と雲南西部のタイ族xxiv であったとされている。XXV

こうした地域では、漢代以前からワタを植えて布を織っていたとしても不自然ではない。

このルートによって、四川 xxvi や江西xxvii には早くから綿花が博えられた。福建での普及

は比較的遅いとされているが、南宋の朱嘉にば津州に滞在したときに書いた『勧農文』に

綿花栽培を勧めた文章があることは注目すべきであろう。xxviii 他方、リクチメンの導入は

清朝末のことであったが、最終的には、この種が中闘大陸を覆うことになった。もう一つ

の西域ルートによって、早くから知られたアフリカメンについては、ここでは議論を繰り

返さない。

2. 元代の綿花と木綿

はじめに元末の陶宗儀撰の『綴耕録』 (1366年）巻第二十四、黄道婆の項の全文を引用

しよう。

「福建• 廣州は多く木綿を栽培し、紡績して布を織るが、それを吉貝と名づける。松

江府から東へ五十里ばかり行ったところを烏泥泄という。そこの土地は石が多く地味

が痩せており、人民は食料も配給されなかっか。そこで［吉貝を］植えて栽培し、生

業に資することが謀られ、とうとうかの地からその種が取り寄せられたのである。常

初は踏車（木綿攪車のこと？）や椎弓（木綿弾弓のこと）の用具がなかったから、す

べて手で剖いて賞を取り去り、線を張った竹弓をその間に押さえつけ、振りうごかし

てそろえた。その仕事はたいへん困難なものであった。

［元の］園の初期に、黄道婆という名のおうなが［海南島の］崖州から還ってきて、

教えてその他に木綿弾弓や紡績の機具を製造させ、錯紗や配色の方法に及ぶまでを指

導した。縦糸をまとめる提花の方法には、おのおの、そのやり方がある。そうである

から織って被覆やしとね、帯や位とし、それらの上には、身を曲げた一圃の鳳や碁盤

の文様が、燦然とまるで写したかのように映えていた。その地の人はすでにその教え

を受け、競って栽培してその布を織り、財貨をよその郡に移轄して、家いえは繁盛す

るようになった。

幾ばくもなく、おうなは亡くなった。だれもその恩を感じないものはなく、涙を流

して、共どもおうなを葬り、また祠を立てた。歳時、これを祭ってきたが、三十年た

って祠が毀された。同郷の趙愚軒が再建したが、今ではその祠もまた毀されてしまい、
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だれもそのために祠を創建しようとするものはいなくなった。道婆の名は、日々だん

だんと忘れ去られて聞かれなくなった。」

「閻廣多種木綿。紡績為布。名曰吉貝。松江府東去五十里許。日烏泥涅。其地土田饒摺。

民食不給。因謀樹藝。以資生業。遂覚種於彼。初無踏車椎弓之製。率用手剖去子。線

竹弧置按間。振捧成剤。蕨功甚銀。殴初時。有一姻名黄道婆者。自崖州束。乃教以倣

造拝弾紡績之具。至於錯紗配色。綜綾摯花。各有其法。以故織成被褥帯帳。其上折枝

圃鳳棋局字様。燦然若葛。人既受教。競作作為。轄貨他郡。家既就殷。未幾。謳率。

莫不感恩濯泣而共葬之。又為立祠。歳時享之。越三十年。祠毀。郷人趙愚軒重立。今

祠復毀。無人為之創建。道婆之名。日漸浪滅無聞突。」

この引用に見えるように、黄道婆が海南島の崖州から紡績の技能を學んで郷里の上海に

帰ってきたのは、元貞年間 (1295-1296)のこととされている。xxix 道婆が1専えたのは糸を

紡ぐ技術から染色・模様織に至るまでのセット技術であった。この記述を承けて、『該餘

叢考』の撰者、清の趙楓は、松江に綿花布が存在するようになったのは元初のことだった

と推察した。XXX 松江一帯は明代になると綿花栽培の中心地に成長していくが、元初までの

状況は、むしろ『綴耕録』に書かれたような有様であったと理解することができる。

他方、『元史』「世祖本紀」によると

「(1289年）．．．夏四月、浙東、江東、江西、湖廣、福建に木綿提學司を置いて、人民

に歳輸十万匹を義務づけ、都提學司が総括した。」

「（至元二十六年 (1289))。…夏四月。…置浙東、江東、江西、湖廣、福建木棉提畢司。

責民木棉歳輸十万匹。以都提畢司穂之」

とあるから、この時代は綿花の栽培が揚子江流域に拡がり、しかも課税封象作物になった

ことがわかる。これは先に挙げた元の胡三省の『資治通鑑』注 (1285年）にある「木綿、

江南多くこれ有り」という記述と時代的・地域的に完全に封應しているのである。

さて、元代には 3貼の有名な農書が編まれた。元司農司撰の『農桑輯要』 (1273年）、王

禎『農書』 (1313年）、及び魯明善撰の『農桑撮要』 (1314年）である。最初の『農桑輯要』

は、具罷的には孟旗・暢師文・苗好謙等の編撰になるものとされている。全七巻よりなり、

後には『永築大典』に収められた。その巻二に、木綿の記述があり、「［新添］栽木棉法」

として栽培法が記載されている。xxxi 績いて「論九穀風土時月及苧麻木綿」が附せられ、

それには孟棋の署名が記されている。xxxii 『輯要』は北方にむけて苧麻と綿花の栽培を推し

進めることを提唱した農書だとされているが、この雨者について執筆をしたのは、安徽省

宿縣に生まれた孟棋であった。その「苧麻木綿」にはこう書く。xxxm
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「偉大なるかな造物主、事物が務生する理は、存在しないものにはないのである。苧

麻は本来、南方のものであり、木綿もまた西域に産するものであった。近年以来、苧

麻が河南に植えられるようになり、木綿（アフリカメン、すなわち草綿の方を指す）

も映西で栽培されるようになった。盛んにしげり育ち、もともとの土地と何ら異なる

ところがない。これら二地方の人民は深くその利益を受けることになり、遂には、植

えてみた結果によって、その地域にこれらを栽培するようになったのである。平凡な

俗説（「悠悠之論」）では、おおむね風土が適っていないということによって解繹して

きた。それは中図の物産でも、異邦の地に起源するものが一つには限らないというこ

とを知らなかったからである。古くからある例を挙げていえば、胡桃や西瓜というも

のは西域の彼方では生産しないものなのだろうか。新しい例をあげていえば、甘藷や

葱芽（茶葉）は貴州凱里縣や四川西昌・漢源などの辺境の南では産しないものなので

あろうか。その通り、すべて中國において（外来だという来歴が知られていて）珍用

されているものばかりであるのに、どうしてただ苧麻や木綿に至ってのみ、それを疑

うのであろうか。そうであるのに、このことを風土に託して、これらの植えつけに慎

重を期さないものがいる。そもそも植えつけに慎重を期していても、その法を會得し

ていないものもいる。だから特に右において［上記のところで］、その栽培の方法を

列記し、それを生業としているもので、そのやり方を採用するものがいることをこい

ねがうものである。後日、その効果が出て、慎夏になると、うすぎぬの衣をはおり、

盛冬になると、麗密な服を重ね、そうした後に、それを常備しておくのにこしたこと

はない、ということに気づくのである。」

「大哉造物。登生之理。無乎不在。苧麻本南方之物。木綿亦西域所産。近歳以来。苧

麻藝於河南。木綿種於映右。滋茂繁盛。輿本土無異。二方之民。深荷其利。遂即已試

之効。令所在種之。悠悠之論。率以風土不宜為解。蓋不知中國之物。出於異方者非ー。

以古言之。胡桃• 西瓜。是不産於流沙・葱嶺之外乎。以今言之。甘藷• 著芽。是不産

於膵桐• 耶• 作之表乎。然皆為中國珍用。笑獨至於麻綿而疑之。雖然。託之風土。種

藝之不謹者有之。抑種藝雖謹。不得其法者亦有之。故特列其種植之方於右。庶謹於生

業者。有所取法焉。他日功効有成。常暑而被織稀之衣。盛冬而襲麗密之服。然後知其

不為無備突。」

このように風土固有説を否定する考え方のもとに、元代の苧麻および綿花の北進政策は

進められた。同時にまた、技術的な展開も見られた。『農桑輯要』よりも40年後に書かれ

た王禎『農書』は、そのことを証言しているものと考えることができる。『農書』「百穀譜」
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集之十「雑穀」に見える「木綿」では、次のように書く。

「木綿は「吉貝」ともいう。穀雨の前後に種を蒔き、立秋のときに随時、収穫する。

その花は黄色のアオイみたいであり、その根は一本でまっすぐになっている。その樹

長が高いものは貴ばれず、その枝の幹は廣がり繁っているのが貴ばれる。宿根から芽

が出るのではなく、種子を撒いて生じるのである。蒔種用の種子としては、最初に収

穫するものは充賞していないし、霜が近づいてきたときのものは使用してはならず、

その中間に収穫したものだけを上物とする。必ず日が経ってから晒して乾燥し、綿が

ついたまま貯蔵する。種を撒く時になって、もう一度、日にさらし、うすでひくと種

子がおちる。」

「木綿ー名吉貝。穀雨前後種之。立秋時随獲所収。其花黄如葵。其根獨而直。其樹不

貴乎高長。其枝幹乎繁術。不由宿根而出。所種之子。所収者未賓。近霜者又不可用。

惟中間時月収者為上。須経日曜燥。帯綿収貯。臨種時再曜。旋硯即下。」XXXlV

このように、綿花の植生や歳時論による栽培法を説明し、さらにその由来について説明

する。

「この種は本来、南海の諸園に産したが、後には福建の諸縣にどこにでも植えられる

ようになり、最近でば江東や映西でも栽培されることが多く、たいへん盛んに繁り、

本来の土地と少しも愛わることがない。これを植えると、よくその利益を受けること

になるのである。」

「其種本南海諸國所産。後福建諸縣皆有。近江東映右亦多種。滋茂繁盛。輿本土無異。

種之則深其利。」XXXV

以上のように述べて、『農桑輯要』を援用しながら、「悠悠之論」すなわち偉統的な風土説

を打破して、孟棋の議論について、「信ずるや言なり」と賓証的にその理論を肯定するの

である。そして、次のように木綿の特徴を記述して、『穀譜』の議論を閉じる。

「いったい木綿というものは、作付しても耕作するのに農作業の季節が損なわれるわ

けではなく、栽培し生育させるのに人手をかけなくても、相次いで開花し賓を付け、

カイコを飼わなくても綿がとれ、麻作りをしなくても布ができるというべきであって、

また毛鹿の代用を兼ねるばかりでなく、麻衣の費用をも補い、南北の利を兼ね備えて

いるというべきである。」

「夫木綿為物。種植不奪於農時。滋培易為於人力。接績開花而成賓。可謂不鷺而綿。

不麻而麻。又兼代鹿毯之用。以補衣褐之費。可謂兼南北之利也。」XXXVl

さらに「木綿」の直前に論じられている「苧麻」においても、風土固有説を否定した同
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様の議論があり、興味を引くところである。すなわち、

「苧麻には二種がある。一つの種は紫麻であり、もう一つは白麻である。古くは産出

するところの土地の名稲を掲載しなかった。本来は南方の産物であったが、最近では

河南でもまた多く植えられるようになったもので、風土が適しているかどうかによっ

て論じることができないものの例である」

「苧麻有二種。一種紫麻。一種白苧。（其根）蕉不載所出州土。本南方之物。近河南亦

多藝之。不可以風土所宜例論也。」XXXVII

と述べられているのである。

王禎は孟棋の政策を推進するという立場にあったと考えられ、その上に立つ論著が『農

書』であったといえようが、そのことは「木綿」の議論についての結論によく反映されて

いる。また、その文意には、『農書』全般に讀みとれる王禎の「南北利害併用論」を反映

しているということができよう。こうした議論は、風土説否定論に根撮をおいたものとい

えるのである。XXXVIII

『農書』「農盟圏譜」集之十九「木綿序附」によると、元によって

「南北が混ー（統一）された後になって、北にあっても商われるようになり、木綿の

被服が漸く廣まるようになったが、その布を名づけて『吉布Jといい、また『棉布』

ともいう」

「至南北混一之後。商販子北。服被漸廣。名曰吉布。又曰棉布。」

と書き、元による中園統一後に綿織物が廣く中國全土に普及していった様子がここに窺え

る。そして最後の部分には

「いったい栽培の法については、すでに「（百）穀譜」に掲載したが、製造の機具につ

いても、またこの後に列記して、あまねく廣ぐ慣れ親しまれ、この農務が桑麻の利用

を助け、中國が東南の邊境の利益を兼ね備えるということが、まさにここに始まるこ

とを乞い顧うものである」

「夫種植之法。已載穀譜。製造之具。復列子此。庶遠近滋習。農務助桑麻之用。華夏

兼蟹夷之利。将自此始突。」

というように議論の展開がみられる。

ついで木綿の紡績用の機器が列欅、圏解され、最後に「木綿穂具」によって締めくくら

れる。列畢された機器は、木綿攪車、木綿弾弓、木綿捲筵、木綿紡車、木綿撥車、木綿軒

林、木綿線架であり、いずれも綿花を紡ぐために必要な機具である［例えば嘉靖本による

と、明『三才圏會』九巻「器用」に見えるのと同様の項目と圏解が見える］が、織機につ
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いては、麻などと一般に「布機」として取り扱われる。ここに技術的な側面を重視して圏

解した、王禎の意圏が明快に理解できるといえよう。

3. 明代の綿花と木綿

明代には『明史』「食貨志」に見えるように、xxxix 明朝の太祖立國の最初のときから、綿

花の栽培については税率が決められていた。すなわち

「すなわち令を下し、民田五畝から十畝に至るものは、桑• 麻• 木綿をそれぞれ半畝

栽培させ、十畝以上は、その倍にさせよ。また税糧についてもこれを基準にし、綿布

と穀物とを折りまぜよ。」

「即下令民田五畝至十畝者。栽桑麻木棉各半畝。十畝以上倍之。又税糧亦準。以棉布

折米。」

とあるのがそれである。徴税の問題については丘溶（字は仲深）が『大學術義補』 (1487年）

巻二十二「貢賦之常」の中殴「布繍之征」の注において、古来、「絲：きぬいと」と「菜：

あさいと」だけだったが、その上に

「今世は、加えるに木綿をもってした」

と、明代に新しい綿花税が導入されたと注記している。そして

「漢唐の世に、木綿は中國に入貢されたが、その種はまだ入ってきていなかった。民

はまだ木綿によって衣服を作ることはなく、官はまだ調とすることはなかった。宋元

の間に、はじめてその種が中國に博えられ、隅中、映西、福建、廣州がはじめにその

利を得た。というのはこの物が外駁から輸入され、福建や廣州は船舶によって通商が

なされ、開中や映西は西域と境を接していたからであった。しかし、このときはまだ

税賦を取りたてるまでには至っていなかった。だから『宋・元史』「食貨志」には、

いずれにも載せられてはいないのである。わが王朝に至って、この種はあまねく天下

に撰がり（「其種乃偏布子天下」）、土地に南北の別なく、誰もが（栽培するのに）便

宜なものになって、人は貧富の区別なく、だれもがこれに頼り、その利は絹糸や麻糸

にくらべて百倍にもなったのである（其利視絲棠百倍）」xi

とし、やがては雨税法の封象となって行く木綿について記されている。

このように明代は木綿の栽培が非常に普及していったが、それと闊係するのが百科全書

的な「通書」が相次いで出版され、そこに綿花の栽培について記されたことである。ここ

ではそうしたものの一つ、廊瑶撰の『便民圏纂』十六巻 (1502年）について簡箪に舟蜀れて

おく。明代の同様な類書である『多能郡事」からの引用も見られる。
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生活百科的な内容のうち、第三巻は「耕穫類」であるが、その一部に「種綿花」という

項目があり、播種から収穫までの農作業や手入れ、施肥等について簡潔に述べられている。

この『便民圏纂』は明代に何度か出版されたと考えられているが、xli 注目に値するもう一

つの黙は、この文猷が徐光啓撰の『農政全書』にも盛んに引用され、彼のハンドブックで

あったことを知ることである。

『大學術義補』に書くように、綿花の栽培が「天下にあまねく搬がった」というのは少

し誇張しすぎだとしても、明代の後期には竺大主要綿花栽培地扁：

1 . 揚子江下流域の浙東沿海地域（餘眺の「浙花」）

2. 楚の地域（「江花」）

3. 北直隷（河北）と山東（「北花」）

が形成されたとすることができる。xiii徐光啓は、この三者のなかでは「浙花」が第一だと

した。この地域は徐光啓の出身地である上海を含んでいる。ついで江花、北花だというラ

ンク付けを行った。それは経験的な評価であったとされている。xliii

明末の徐光啓（字は子先、玄罵先生と稲された。 1562-1633) は、その撰著『農政全書』

全六十巻のうちの第三十五巻をすべてを「木綿」に充てている。綿花の大生産地、上海に

生まれ、最終的には、明末とはいえ宰相、すなわち「太子太保」にまで上り詰めた人物の

手になる『農政全書』は、綿花の経清的位置付けを論じたという観黙からしても興味ある

文獣である。その版本は、彼の死後の1639年、陳子龍によって編まれ、私版の平露堂刊本

として出版されたものを咽矢とする。ここでは「木綿」という問題に閥係して、主として

王禎『農書』の技術評価という黙に限って、引き績き、それを参照して論考したい。

まず、徐光啓の風土論についての考え方が興味ある。元の孟棋や王禎の「風土説打破論」

を肯定し、それを務展させている。すなわち『農政全書』巻之三十五においては、木綿の

種について、王禎『農書』「百穀譜」をそのまま引用して、xliv 「悠悠之論。率以風土不宜為

説」とし、「按『農桑輯要』云。「雖託之風土。種藝不謹者有之。種藝雖謹。不得其法者有

之」。倍哉言也」と績ける。そしてその注繹には

「玄庖先生はいった。『農桑輯要』は元初に作られたものであり、常時はすなわちこう

いわれた。「木綿は映右で栽培され、それをそれ以外の州郡で賓施してみようとする

ことは、多くは土地がその栽培に適していないというように解繹していた。」ただ孟棋、

苗好謙、暢志文、王禎のグループだけがその説をしりぞけることができた。そもそも

嘗時の人びとは、敷人の意見だけによって正しいとするか、間違いとするかはわから

なかったのである。今にいたっては、どこの土地でもその利益にたより、始めてあの
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敷人の君子を信じて、自らを欺かなくなったのである。ああ、それは木綿だけに限っ

たことではない。後になって今を振り返ってみるということは、今、過去を振り返っ

てみるようなものである。」

「玄雹先生日。『農桑輯要』作子元初。嘗時便云。「木棉種映右。行之其他州郡。多以

土地不宜為解。」獨孟棋、苗好謙、暢師文、王禎之凰。能排貶其説。抑不知嘗時之人。

果以敷子為是耶否耶。至子今率土仰其利。始信敷君子非欺我者。烏乎。盛獨木棉哉。

後之視今。猶今之視昔也。」

とある。木綿の栽培地移動の歴史的考察から、他の作物についても、また、これまで起こ

ったのと同じことが将来にわたっても起こるであろうと、光啓は、「風土不宜」説をこえて、

議論を敷術しているのである。すなわち、徐光啓は「木綿」注をこう績ける。

「あるものはこういった。いったい作物を栽培するには本来の土地の品種を用いるべ

きだ。ほかの地方のものは、その地の土壌がその栽培には適していないし、また土地

によって髪っていく。そこで種を選ぶものは、ついには木綿の二重の利益を獲得する

ことになる。ここ十五年束、農家でこのことが解ってきたものは、［二十のうち］

十九になる。」

「或云。凡種植必用本地種。他方者。土不宜種。亦随地髪易。余深非之。乃摺種者。

党獲棉重之利。三五年来。農家解此者［二十而］十九突。」

あるいは、また、先述の丘溶『大學術義補J「布糸婁之徴」の注を引用し、次のように敷術

する。

「玄庖先生はいった。…元の人は蘭映以外の諸郡の土地は吉貝の栽培には適さないと

いったが、識者はそれが間違っているとした。現在の吉貝を栽培するものは、栽培さ

れているところが適しているのだとする。」

「玄罵先生日。…元人稲閥映而外。諸郡土地不宜吉貝。識者非之。今之藝吉貝者。所

在而是焉。」xlv

木綿以外についてもいくつかの作物について、この議論を展開する。その一つの例は栢

（イネ）であり、もう一つの例は蜀杭（＝玉蜀黍、 トウモロコシ）であって、それらはい

ずれも巻之二十五「樹藝」穀部上に見える。イネの個所の議論においては、王禎の陸栢、

すなわち「旱栢」xlvi 論について下記のような注繹を附して作物の風土固有説を否定す

る。xlvii

「玄雹先生はいった。買氏の『齊民要術』にたいへん詳しく陸栢栽培法が著されてい

るのは、中楔に、むかし、それが存在したということである。なのに「遠くこれを占
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城から取りよせた」とあるのは、なぜなのか。買はもとの高陽の太守であった。どう

して幽燕の地には、むかしから陸栢があったのに、その時は南北が隔絶しており、そ

れを得るよりどころがなかった、などといえようか。そもそも北魏の時にはそれがあ

ったのに、その後その種を絶やしてしまったのであろうか。あるいはむかしはあった

のに、いまはなくなってしまったというのなら、むかしはなくて、いまはある、とど

うしていえないであろうか。慎宗はこれを占城から江浙の地に移し、江開は建安から

これを中國の中央部に移した。こうして少しずつ、つぎからつぎへと移動していった。

すなわち四方の内（天下）に食糧が足りてくると、土地柄が適していないという説が

とられ、人びとをして移植を考えるのは、よくないこととされたのである。いま北方

の土地ではこれを栽培するものがたいへん多く、畿内ではその栽培が平硲ですすめら

れ、山東では祈州である。ただ新城の梗栢だけではないのである。」

「玄罵先生日。買氏『齊民要術』著旱栢種法頗詳。則中土蕉有之。乃遠取諸占城者。

何也。買故高陽太守。登幽燕之地。自昔有之。爾時南北隔絶。無従得耶。抑北魏時有

之。後絶其種耶。既或昔有今無。何妨昔無今有。員宗従占城移之江浙。xlviii 江闘従建

安移之中州。梢ー展韓。便令方内足食。則執言土地不宜。使人息意移植者。必不可也。

今北土種者甚多。畿内種推平裕。山東推祈J、卜l。不音新城梗栢突。」

さらにこの議論を展開して、

「わたしが風土説はよくないというのは、場合によっては百の内に一、二はある。そ

の他の優れた品種であるのに、あちらとこちらで通じ合わないのは、まさに坐して怠

っているからに過ぎない。… わたしはしたがって深く風土［固有］論を排除してい

るのである。かつ、いろんな種を各地で購入し、手に入れて、ただちに自らの手で植

えて栽培してみる。試みてみて効果があれば、廣い範囲にわたって播種するのである。

その志を同じくするものがもしあれば、つつしんでこうした企てを賓行するのがよい。

いったい植えて、一、二年もしないうちに、人はその利益を享受することになるから、

はげまし助けることに煩わされたりもしない。」

「余謂風土不宜。或百中有ーニ。其他美種不能彼此相通者。正坐瀬慢耳…。余故深排

風土之論。且多方購得諸種。即手自樹藝。試有成効。乃廣播之。個有俯同斯志者。孟

勅圏焉。凡種。不過ーニ年。人享其利。即亦不煩勧相耳」

と書き、風土説打破論を展開するのである。玉蜀黍については、注繹において

「玄雹先生日。蜀枕。古無有也。後世或従他方得種。」xlix

とある個所だけをあげておこう。この作物は中米原産であり、古代にはなかったが、導入
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され栽培されるようになったものである。徐光啓は風土不宜説に拘ることの間違いをこの

例によっても強調したのである。

次に、徐光啓の王禎の『農書』についての評価を見てみる。『農政全書』巻之二「農本」

には、こう書く。

「…だからこういう。人民に隅わる事がらは緩めることはできない。いま王氏の書を

簡潔にいえば、最初に「通訣」ではじまり、それを「器譜」がついで、最後に諸種で

おわる人民に開わる事がらで上下すべてに通じるものは、備わっているということに

なる。」

「…故日。民事不可緩也。今簡王氏書。首以「通訣」。継以「器譜」。而終以諸種。民

事通諸上下者。蓋備突。」

ここで諸種とは王禎『農書』の三部作「百穀譜」を指しているのであろうが、この引用文

から推察すると、『農書』は「農桑通訣」「農器圏譜」が最初にあり、それに綱いで「穀譜」

が作られたと、徐光啓は考えたと思われる。いずれにしろ民事にたいする周到な態度が貫

かれていることを評価し、王禎『農書』のモデルの上にたって、『農政全書』そのものの

構成も、後半の「荒政」の部分を除外すれば、『農書』を基調に編成したものという印象

を強く輿える。

一般的には、徐光啓は王禎を批判的に肯定していくことは明らかである。しかし、『農

政全書」巻之五「田制」においては、徐光啓は王禎に痛烈な批判を下しているのである。

風土説打破論や技術論については肯定的であり、それを陵展的に績承していると理解する

ことができるが、ここでの指摘が意味するところは見逃せない。つまり、王禎の理論や技

術には、偲統の継承を重視はしているものの創造的な見解がないと批判しているのである。

すなわち、

「玄罵先生はいった。…王君はすでに賛を書いてしまっているのに、「糞壌篇」は、こ

れもその法について書き盛くしているわけではない。これは精しいものとはいえない。

わたしが『農書』を績んで評価してみるのに、王君の詩學は農學より優れているが、

その農學は苗好謙や暢師文らの先輩には、だんじて及ばないといえよう。」

「玄雹先生日。…王君既作賛。而「糞壌篇」又不霊著其法。此為不精突。余讀『農書』。

謂王君之詩學勝農學。其農學絶不及苗好謙、暢師文輩也」 l

と、 2段構えの厳しい批判が含まれたものとなっているのである。

まず前半では、王禎の「糞壌篇」が議論を霊さないものであるのに「賛」だけはちゃん

と作ってしまってある。施肥論をないがしろにするそうしたやり方は宜しくないとし、次
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いで後半では、全般的に『農書』を讀むと、王禎の詩學への造詣は農學へのそれより優れ

ているといえる。このように皮肉って、彼の農學は、決して苗好謙や暢師文といった先輩

に及ぶものとはいえない、と断言する。この後者の指摘は、『農書』に含まれる各論の展

開の仕方に窺える特徴を言い得て妙であるが、そのことは、王禎の農學の知識そのものが

彼らには及ばない、という評価を下していると理解できる。徐光啓は、『農政全書』の素

材の多くを王禎『農書』から引用しているが、詩文については例外を除いて、Ii 省略され

ていることがそれを証明しているのである。

しかし、徐光啓は王禎の農學を発展させたという側面が非常に強い。そのことの例を輪

作制の綱承と発展という黙から見ることができるのである。Iii

王禎は、技術を能率主義的な立場で理解していたと考えられるが、それは徐光啓などに

も共通して見える技術論の先駆的な位置にあるものであった。省力という意味での効率の

「功」と利用と利益の「利」によって、技術は評価された。木綿をめぐる小論の最後に、

この後者の問題を取り上げてみる。

王禎の考え方については、上記の引用の中で指摘したとおりであった。それを評価する

ために、まず、徐光啓の『農政全書』にも引用がみられるその同時代人、王象晉纂輯の『ニ

如亭群芳譜』 (1621年。省略して『群芳譜』で知られる）「棉譜小序」に注目しよう。!iii そ

こには

「徐子先の『吉貝疏』は、たいへん詳しく木綿の利益について記載している。それは

すぐれた利益を興し、人民の利用を第一にする人徳を備えた人物の言葉である。いま

や木綿の利益は天下に行きわたり、しかもそれにかかる手間は苧や葛に比べて、非常

に省ける。苧や葛を織るのは一日につき錢（十分の一雨）の輩位で計る程度なのに比

べ、綿を紡ぐのは四日につき一斤になり、まことにその利益は麻やからむしのはるか

上に出る。いま北方の土地に廣く栽培されているが、織ることの方はさかんとはいえ

ない。南方の土地の織りは精巧であるが、栽培の方は少ない。もし北方の棉を用いて

松江の織りの技術を學べば、その利益はその倍になるはずである。すなわち綿なら、

舟を連ねて南方に賣りに行き、布なら舟を連ねて北方に賣りに行くのである。これは

子先が嘆いているところなのである。」

「徐子先『吉貝疏』載棉之利最詳。興美利前民用仁人之言。夫今棉之利遍字内。且功

力視苧葛甚省。織苧葛日以錢計。紡棉四日而得一斤。信其利遠出麻棠上也。今北土廣

樹藝而昧子織。南土精織紆而寡子藝。若以北之棉學松之織。利嘗更倍。顧棉則方舟而

爾諸南。布則方舟而暇諸北。此子先所為嘆也。…」
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とある。

ところが、徐光啓の綿花の利益論が、必ずしもこのように単純な一元論ではなかったこ

とは注目に値する。彼は殿家にとっての利益は、必ずしも人民にとっての利益ではないと

指摘したのである。つまり徐光啓は、

「陶宗儀は黄道婆がいたから松江が綿布の生産に優れている（『利』）といい、また、

丘溶がその『利」は絹糸や麻糸に比べて百倍になる、と述べたことは信じられようが、

しかし、その利は今や民にはないのである。」

「［玄塵先生日。J陶宗儀稲松江以黄謳故。有棉布之利。而仲深先生亦云。其利視絲菜

百倍。此言信然。然其利。今不在民突。」

と書くのである。!iv そこでの徐光啓の推測によると、宋の紹興年間 (1131-62)は松郡の「税

糧は十八萬石」だけだったが、今は「平米で九十八萬石」になり、諸経費等を累積加算し

ていくと、「これは宋の十倍」になるというのである。技術や生産について視野を拡げて

論じ、また地方による税の不均衡にも論究している。しかし、明末の農業経清論を論じる

のがここでの目的ではないから、これ以上の考察を進めない。Iv

終わりに

この小論は、木綿の中蒻への導入という問題を元代の王禎『農書』に現れる木綿に闘わ

る記事を中心にして論じてみようとしたものである。江南の地に木綿栽培が始まり、元で

はさらに北進政策をとって栽培を普及しようとしていた。王禎は司農司、孟棋らのこうし

た政策とそれを支える風土固有説否定論の上にたって、木綿の栽培の問題を論じているこ

とがわかった。こうした思想的・政策的な側面に加えて、技術導入が果たした役割も無視

できないと考えられる。王禎『農書』はまた、明末の徐光啓の『農政全書』が構成される

ときにも、重要な役割を演じたと推測できる。ただ、元代の中國技術水準の指標ともいう

べき位置を占める『農書』についての一般的考察はまだ残されているというべきである。
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